
/別 記
第1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

〃 ス

|ウγ

0771 -

と 1骸 当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主ゆ加される事業者の方は、レ印の記入は不要であ
2 '基準年度Jと は計画期間の前年度を、 「員標年度Jと は計画期間の最終年度をいいまえ
3「 事業所等排出区分Jと は、京都府内の事業所事の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室効果ガスを、 「輸送車両排出区分」と

は、自動車運送喜業者については使用の本拠の位置を京都府内とする車両の排出するlR宣効果ガスを、鉄道事業者については保有する貨物車両又
は旅客車両の排出する退宣効果タスを、 「その他排出区分Jと は、上紀以外の済都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温宣効果ガス
をいいまえ
「特配事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対
′ス排出消U減への責は、グリーン戯産の採用 特 定フロンなどの条例指定

事 業 者 排 出 量 肖1 減 計 画 書 便重》
・変 更)

イー トン機器株式会社 代 表取締役 木 全 紀京都府亀岡市大井町北金岐柿木原 35番 地

4対策条例第 18条第 1填 (第18粂第2項、第 18粂第3項)の 規定により禄出 します
特定事業者の
主たる業種

田l■機器製 造美

該当する事業
者要件

F京 都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者
算して1,500キロリントル以上))

(原油に換

「 京都府地球温暖化対策条例施行規員J第10条第2号ヌは第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トランク又
はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)

「 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
選 者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギー ・資源の消費効率の改善、各種廃棄物の排出量の肖」減、油脂頼 ・科学物質の使用に伴う大気 ・土壌六の汚染のリス
ク、火災 ・風水害 ・地震等の異常時の汚染リスク、これらの環境負荷及びリスクの特性、規模を正しく認識し、その低減を当工
場の社会的責任と捉え、環境影響の少ない製品の開発と生産方法の改善を継続的に推進します

推 進 体 制 環境マネーシメントシステムの最高責任者を工場長とする環境管理委員会を組織し、環境管理責任者のもと環境マボージメント
プログラムを策定し、各部門において計画、改善、監査の実施と維持を図る。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

年度 設備、対象、工程そ 計 画 内 容

18-19 工場製造部門
との不長目J預、空室慰偏の レイア ヮ トを推遷 し、製造 ライン家助 を高動朝 ヒす る。 (製品原 期 立郷 け

18-19 工場製造部門 5年計画で工場生産捜続改善による省エネの推進 し、平成19年度にはあの電気使用=を 削減する。

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (実績)

( 17 )年 度
(二醐 ヒ炭兼換算 (t))

日楳年度 (計四)
( 19 )年 度

(二 醐 骸 殻   ( t ) ) 岬鋼∽A事 業所等排出区分 3,892 t 3814 t -20 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 1          3892, t Ⅲ2         3よ /4t ―, り
e / 3

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

取組量等 (二朝 鉱 宋換算 (t

森林の保全及び整備 (整備面積) 〈吸収畳) t

府内産の木材の利用 (利用幻 m・ 〈削減呂) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電重) k■th 〈削減畳) t

(熱供給コ OJ (百じ滅畳) t

グリー ン電力の購入 (購入曇) kwh (削減重) t

削減量等合計 t

差引」F出量

(排出合所―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 肖じ減率 (計画)
Ⅲl          !か ,,  t ●分●ゆ       3S/4 t ―クθ%

特 記 事 項 I当 社では、1998年度以降エネルギー消費効率の改善に取り組んでおり、昨年度末時点で1998年度を基準にして電気使用畳2朝丁
製品原単位で40“のエネルギー消費効率の改善を達成しています。
2当 社では、2000年にIS014000認証されてから資源再利用について全社で,し‐紙の再利用(表裏使用)を行つています。2000年の
取り組み当初は再利用漫透度は496%で あったが2005年では100%浸透しており、現在もこれを維持しています。
3当 社では、2006年からWSSH=rlanag。“。nt syste■。f gnviⅢ■“ont Safo",Secじrity,and"ealth」の活動を実施しています。
旺Slとは、当社が企業活動を行う上で取り組む大き地域環境 ・安全 ・衛生に対する製品やサービスを含めた包括的な活動です。
なお、この活動は法律で求められていることを守るだけでなく、それ以上の活動を進んで行うことを奨励しています。

連  絡  先 担 当 部 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

4 、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出畳、省エネ製品開発など他者のlE菫効果
責は、グリーン臓産の採用、特定フロンなどの条例指定外の温宣効果メスの削減などを紀入してください。


